
通報者

【受付】
≪学内≫

連携

内
部
監
査
室
又
は

通
報
内
容
に

関
連
の
深
い
部
署

【調査】
【是正措置】
対象部署

≪学外≫②受理通知※2

④20日以内に調査実施の有無を通知※3

⑤調査指示

監事

⑦
報
告

【
統
括
管
理
責
任
者
】

（
法
人
理
事
）

⑥報告

役
員
、
教
職
員
、
退
職
者
、
派
遣
労
働
者
、

取
引
業
者
の
労
働
者
、
学
生
・
生
徒
等

⑦調査結果を通知※4

⑧是正措置命令 ⑨報告

【
統
括
管
理
責
任
者
】

（
法
人
理
事
）

調
査
実
施
の
必
要
性
を
検
討

※1 
匿名による利用は、原則として受け付けませんが
公益通報者保護法第３条第１号及び第6条第1号に定める
要件を満たす通報については受け付けることできます。
※2、3、4、5
匿名による通報の場合は、通報者への通知はできません。

③報告

④報告 ⑩報告

【
統
括
管
理
責
任
者
】

（
法
人
理
事
）

・
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ
の
実
施

・
関
係
行
政
機
関
等
へ
の
報
告

(

必
要
な
場
合)

法
律
事
務
所

内
部
監
査
室

調
査
の
実
施

是
正
措
置
及
び

再
発
防
止
策
の
実
施

⑩是正措置を通知※5

※
調査には
被通報者を
関与させない

①通報･相談※1

＜通報手段＞
電話･電子メール
書面又は面会

再是正措置命令

是正措置が
不十分な場合

学校法人久留米大学における公益通報処理の流れ


